
山口大学における研究評価について 

 

 

山口大学では、教育研究活動等の状況について自己点検評価を行い、その結果を公表する全学

的自己点検評価を行っている。全学的自己点検評価は、毎年行われる全般的活動評価と教育貢献

度評価および６年ごとに行われる研究水準評価から構成される。 

学内には研究推進体という研究チームを多数設置し、その中で特に高い評価を得たものをスー

パー研究推進体として支援している。また、研究主体教員、研究特任教員の制度では、高い水準

の評価を活用しながら個人の研究活動を支援している。 

 

 

１．山口大学の概要 

 

１－１ 山口大学憲章 

山口大学は、理念である「発見し・はぐくみ・かたちにする 知の広場」を基本とし、地域の

基幹総合大学であるとともに、国際社会を見据えた教育研究機関として、個性的・独創的な研究

をはぐくみ、人類の英知と幸福に貢献する知の創造・文化の創生を目指している。 

山口大学では、これらの基本理念と目標をまとめ、２１世紀における責務を明確に記した「山

口大学憲章」を平成１９年２月に制定した（資料１参照）。 

 

１－２ 教育研究組織（資料２参照） 

 

１－３ 教員数（平成１９年５月１日現在）  

教授 ３４３名 

准教授 ２６４名 

講師 ９０名 

助教 １７９名 

助手 ６名 

合計 ８８２名 

※ 学長・理事・監事は含まない。 

 

１－４ 学生数（平成１９年５月１日現在） 

学部 ８，９６７名 留学生内数  ４９名 

修士課程（博士前期） １，１５１名 留学生内数  ９０名 

博士課程（博士後期） ５３１名 留学生内数  ９６名 

連合農学研究科（博士後期） １４７名 留学生内数  ７１名 

技術経営研究科（専門職学位） ４６名 留学生内数   １名 

合計 １０，８４２名 留学生内数 ３０７名 

※連合農学研究科の学生数は、鳥取大学、島根大学及び山口大学に属する学生数。 

 

１－５ 収入・支出（平成１８年度決算） 
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収 入 （単位：百万円）

区  分 金 額 

運営費交付金 １３，６２５ 

施設整備費補助金 １，５３０ 

船舶建造費補助金 － 

施設整備資金貸付金償還時補助金 － 

補助金等収入 １５４ 

国立大学財務・経営センター施設費交付金 ６２ 

自己収入 ２０，９８２ 

授業料、入学料及び検定料収入 ５，８０３ 

附属病院収入 １４，８１４ 

財産処分収入 － 

雑収入 ３６５ 

産学連携等研究収入及び寄附金収入等 ２，９５３ 

長期借入金 － 

貸付回収金 － 

承継剰余金 － 

旧法人承継積立金 － 

目的積立金取崩 ５１ 

計 ３９，３５７ 

 

支 出 （単位：百万円）

区  分 金 額 

業務費 ２７，１７９ 

教育研究経費 １４，０９４ 

診療経費 １３，０８５ 

一般管理費 ５，３８１ 

施設整備費 １，５９２ 

船舶建造費 － 

補助金等 １５４ 

産学連携等研究経費及び寄附金事業費等 ２，９１４ 

貸付金 － 

長期借入金償還金 ２，３２５ 

国立大学法人財務・経営センター施設費納付金 － 

計 ３９，５４５ 

 

科学研究費補助金・外部資金 （単位：百万円）

区  分 金 額 

科学研究費補助金 ７２４ 

厚生労働科学研究費補助金 ４９ 

共同研究 ４７０ 

受託研究（調査等を含む） ９６６ 

奨学寄附金 １，１９７ 

COE・NEDO 等の競争的補助金・助成金 ４２ 

計 ３，４４８ 

 

 

２． マネジメント体制 

 

山口大学では、平成１６年度より研究推進戦略室を設置し、山口大学の研究活動を戦略的に推

進している。研究推進戦略室は、学術研究担当副学長を室長とし、各学部から推薦された教授各

１名、学術研究部長、その他室長が必要と認めた者から構成される。具体的な業務は、研究活動

の推進に係る企画・立案、学術研究に関する情報の収集・提供、研究推進体の審査・評価、研究
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特任教員・研究主体教員の選考・評価、２１世紀ＣＯＥプロジェクト等機動的対応を要する事項

への対処、総合研究棟の利用審査、その他研究推進に係る重要事項となっている。 

平成１９年度には、「研究推進プラン２００７」を策定し、各部局の研究活動の活性化、研究力

育成と研究基盤の整備、研究の国際競争力の向上、研究成果の広報、研究推進体や研究特任教員

及び研究主体教員の制度の活性化、リスクマネジメント等の研究推進に関する方針を打ち出した。 

「研究推進プラン２００７」では、各部局の研究活動の活性化支援として、 

・科学研究費補助金獲得支援のためのマニュアル等の編纂・配付 

・大学間連携の推進 

研究力育成と研究基盤の整備として、 

 ・「設備整備に関するマスタープラン」の決定 

 ・マスタープランの具体化を図るための、研究設備も含めた研究基盤の整備に関する基本計画

（案）の検討・策定 

 ・若手教員の研究力育成環境の整備に関する長期的視点での検討 

研究の国際競争力の向上として、 

 ・国際競争力の向上に関する調査検討 

研究成果の広報として、 

 ・注目される研究成果の、プレス発表による学外への積極的な広報 

研究推進体、研究特任教員及び研究主体教員の制度の活性化として、 

 ・研究推進体に対する代表者ヒアリング等、研究推進のためのマネジメント 

 ・競争的資金獲得を支援する情報提供の強化 

 ・制度や運用のあり方の見直しによる、大学の研究力向上 

リスクマネジメントとして、 

 ・研究活動における不正行為の抑止(研究者倫理問題への対応、研究資金の不正使用防止、等) 

等を重点的に推進することとしている。 

 

 

３．評価体制 

 

山口大学では、評価委員会において、①自己点検評価に関する基本方針、②第三者評価を含む

外部評価に関する基本方針、③評価結果の公表その他必要な事項、を審議している。評価委員会

は、副学長、大学評価室長、各学部・大学院医学系研究科・大学院理工学研究科・大学院東アジ

ア研究科・大学院技術経営研究科・大学院連合獣医学研究科・総合化学実験センター・時間学研

究所・医学部付属病院の長又は当該自己点検評価担当委員会等の長、事務局長等から構成される。 

また、評価委員会で定めた基本方針に基づき、大学評価室において、①全学的自己点検評価に

関すること、②第三者評価を含む外部評価への対応に関すること、③評価結果の公表に関するこ

と、④学内評価情報の収集、管理及び公開に関すること、⑤大学評価に係る情報の調査収集及び

分析に関すること、⑥各部局自己点検評価担当委員会等との連絡調整に関すること、⑦その他大

学評価に関すること、を行っている。大学評価室は、学長が指名した教授を室長とし、専任教員

１名、企画広報担当副学長が指名した教員、総務部長、企画広報担当副学長が指名した事務職員
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２名からなる評価企画員、企画広報担当副学長が指名した教員からなる評価支援教員で構成され

る。 

平成１９年度には、アウトプット評価、アウトカムズ評価、プロセス的な目標の評価、インプ

ットに関する評価、透明性・公正性、評価結果の利活用の各項目について、研究評価の方向性を

まとめた「山口大学における研究評価に関する基本的な考え方」が策定された。 

「山口大学における研究評価に関する基本的な考え方」において、アウトプット評価について

は「ファクトデータに基づいて実施」、アウトカムズ評価については「ファクトデータと期待値デ

ータを活用」、プロセス的な目標の評価については「最終成果への過程で設定される目標の達成も

評価」、インプットに関する評価については「研究基盤や研究環境を評価に取り入れる」「組織や

諸制度の整備等を評価に取り入れる」、透明性・公正性については「多様な座標軸による評価、評

価システム自体のＰＤＣＡ」「評価指針の透明性、評価結果の透明性・公正性を確保」、評価結果

の利活用については「研究者の背中を押す評価、処遇等の改善に使える評価」「社会への説明責任

のために、「法人評価」等へ利用」、等と定められている。 

 

 

４．大学として実施されている評価 

 

山口大学では、教育研究活動等の状況について、自己点検評価を行い、その結果を公表する全

学的自己点検評価を行っている。 

全学的自己点検評価の目的は、第一に、その業務全般の、特に教育研究水準の向上をもたらす

こと。第二に、その公表を通して、山口大学に対する社会からの支持を獲得すること、そしてそ

れによって山口大学の理念および目的を達成することにある。 

山口大学を構成する教員及び諸組織並びに大学全体を対象とし、教育、研究、大学運営、社会

貢献等の諸活動全般に対して行っているが、教育活動、研究活動についてはその重要性に応じた

点検・評価を行っている。 

教員の全学的自己点検評価は、教員の活動に関し以下の評価により構成されている。 

・全般的活動評価 

・教育貢献度評価 

・研究水準評価 

 

以下、ここでは特に、全般的活動評価と研究水準評価の２つについて概説する。 

 

４－１ 全般的活動評価 

１）評価の目的 

各教員が部局の諸活動を実践する中で、それぞれの個性と活力を十分に発揮でき、その結

果として組織全体の効率的な運営が実現されるという観点から教員の諸活動を評価すること

を目的とする。 

 

２）評価組織 
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学長の指揮の下、評価委員会が定める基本方針に沿って、大学評価室と各部局長が連携し

て実施する。 

 

３）評価方法 

評価時期 

原則として毎年度実施される。 

 

評価項目 

教育活動、研究活動、大学運営活動、社会貢献活動等の教員の活動を対象とする。研

究活動については、論文、学会活動、医療支援活動、論文指導、研究資金の受け入れ等

の各項目について評価を行う（資料３の別添１参照）。 

 

評価方法 

① 大学評価室は、資料３の様式１～５の記載内容を基に集計処理により活動実績を

数値等で示し、その結果を様式Ａ（教員の活動報告書）に転記し、これを教員に

提示する。様式Ａの書式は別途、大学評価実施会議が定める（大学評価実施会議

は大学評価室に設置され、大学評価の実施に関する重要事項その他大学評価室に

関する事項について審議を行う）。 

② 教員は、自己評価した結果を部局長に提出する。 

③ 部局長は、提出された様式Ａの内容を点検し評価し、その結果及び所見を様式Ａ

の所定の箇所に記入するとともに、各教員に通知し、必要に応じ適宜改善に向け

た対策を講じる。 

評価の際、部局長は国立大学法人山口大学自己点検評価システムデータ取り扱

い規則の定めに従い大学評価室長が提供する資料３の様式１～５の内容を参考す

るものとする。 

 

４）評価結果の活用 

学長等及び部局長は、評価結果を部局の運営における所属教員の諸活動全般の健全性を確

保する措置を講ずるための参考とする。 

各教員においては、これを諸活動の質の改善に向けた参考とする。 

 

５）特記事項 

部局長は、各教員が部局の諸活動を実践する中で、それぞれの個性と活力を発揮でき、そ

の結果として組織全体の効率的な運営が実現されるという観点から問題があるかどうかを評

価する。また、部局長は、評価結果の通知にあたって、教員からの不服の申し立てを受け付

け、評価結果の妥当性を再検討するための措置をあらかじめ講じ、そのしくみを部局の教員

に周知しなければならない。 

教員毎の個別の評価結果は公表しないが、全体概要については、全部局における評価終了

後、ホームページ等を通じて学内に公表する。 
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４－２ 研究水準評価 

１）評価の目的 

個々の教員の研究の質の向上を通じて、学部・研究科等の研究水準の向上に資することを

目的とする。本評価では、学術的意義の観点から評価を行うことを基本とする。 

 

２）評価組織 

学長の指揮の下、評価委員会が定める基本方針に沿って、各研究領域単位集団においてあ

らかじめ選出された判定責任者と大学評価室が連携して実施する。 

 

３）評価方法 

評価時期 

原則として６年に一度実施される。 

 

評価項目 

研究活動を対象とし、山口大学自己点検評価システム「YUSE」の「様式２（教員の研

究活動調査票）」で入力された、論文、学会活動、医療支援活動、論文指導、研究資金の

受け入れ等の各項目、及び「様式５（教員の社会貢献活動調査票）」で入力された、学会

の企画・運営、論文審査、国や地域の医療・保健行政に対する貢献等の各項目を評価対

象として、総合的に評価を行う（資料３の別添１参照）。 

 

評価方法 

① 水準の判定は、「卓越」、「優秀」、「標準」、「要努力」の４段階で判定する（資料３

の別添２参照）。 

② 水準の判定は、所定の研究領域単位集団（以下「分科」という。）において行う。

したがって、各教員は一つの分科に所属する（平成１９年度は参加教員８７１名、

３６分科）。 

なお、水準を判断するための「水準判定基準」は、分科毎に作成する。 

③ 分科ごとに置かれた評価の責任者は、大学評価室から提供される各教員の研究活

動実績のデータをもとに、補助者とともに、あらかじめ定められた水準判定基準

にしたがい、分科に所属する教員の研究水準を判定するとともに所定の様式に判

定結果及び判定理由を記入する。 

 

４）評価結果の活用 

各教員は、評価結果によって自らの研究水準を認識し、その後の研究活動の参考とする。 

学長等及び部局長は、評価結果を組織の今後の研究活動を支援し、促進するための参考と

する。 

 

５）特記事項 
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大学評価室は、評価結果の通知にあたって、教員からの不服の申し立てを受け付け、評価

結果の妥当性を再検討するための措置をあらかじめ講じ、その内容を各教員に周知する。 

教員の個別の評価結果は公表しないが、全体概要については、全部局における評価終了後

ホームページ等を通じて学内に公表する。 

 

 

５．その他特記事項 

 

５－１ 研究推進体  

研究推進体は、個々の学問分野の強化を“連携と融合”を通じて促進すると同時に、“外に開か

れたオープンな研究”を促進することを目的とした研究プロフェッション集団で、①世界水準の

研究を推進する研究拠点、②地域の課題研究を推進する学内研究拠点、③生活者や産業社会のニ

ーズに応える研究拠点、④21 世紀の重要課題あるいは萌芽的課題に取り組む研究拠点、としてい

る。 

研究推進体は学長が認可するものであり、“特徴ある研究核”として社会に広く認知されるよう、

研究成果の外部発表、外部資金への戦略的な応募、外部機関との連携強化が求められている。予

算配分、人員配置、スペース配分とは関係しないバーチャルな組織であるが、これを核にして研

究センター（研究所）の設置（時限設置）につなぐことも視野にいれられている。 

研究推進体のうち特に優れた業績をあげているものをスーパー研究推進体として選定している。

スーパー研究推進体は、戦略的な予算配分等の研究支援を強化することで、研究活動・成果の外

部発信及び外部資金等の獲得の更なる強化を行い、かつ、学部を超えた学際的な共同研究の輪を

広げ、研究拠点を確立し、大学全体の研究推進力の強化を行うことを目指している。 

 

５－２ 研究特任教員、研究主体教員 

山口大学における研究推進の重要性を明示するとともに、研究水準を着実に向上させるために、

研究特任教員及び研究主体教員が選定されている。本制度により、研究に専念できる環境を賦与

する支援システムの構築を行っている。 

特に、研究特任教員はリーダ的役割が期待され、比較的若手の研究者が対象となっている研究

主体教員は大きな研究成果が期待されている。 

 

 

６．部局で実施されているマネジメント・評価 

 

山口大学の人文学部では、学部独自で外部評価を受けたことにより、現状を見つめステップア

ップする一つの契機となった。ここでは、人文学部におけるマネジメントと評価について概説す

る。 

 

６－１ 人文学部におけるマネジメント 

山口大学の人文学部では、学部の研究に関する目的・目標に基づいて教員が行う個人研究及び
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共同研究の質の向上を目指し、研究の諸側面について支援を行うために、平成１９年度に研究推

進室を設置した。研究推進室は、研究担当学部長補佐を室長とし、学部長が指名する副室長１名

と室員若干名（研究推進戦略室員１名を含む）及び事務職員１名から構成され、①学部が進める

重点研究の支援、②若手教員の研究支援、③博士の学位取得希望者の支援、④在外研修・内地留

学希望者の支援、⑤研究経費の適正な配分の実現、⑥競争的な外部資金の獲得支援、等を行う。 

また、学部の研究経費を適正に配分するために、研究プロジェクトの募集を行い、学部として

推進しているプロジェクトや若手研究者への支援を行っている。 

 

６－２ 人文学部における評価 

山口大学人文学部では、平成１２年度と平成１３年度に、学部独自で外部評価を受けた。また、

平成１４年度には、信州大学人文学部の要請を受けて、同学部が作成した研究活動に関する自己

点検評価報告書の評価作業を行った。更に、平成１４年度から平成１５年度にかけて、独立行政

法人大学評価・学位授与機構から、試行段階ながら分野別の研究評価を受けた。これらを契機と

して、前述した研究推進室の設置等の新しい試みが始められた。 

 

 

７．文部科学省研究開発評価推進検討会委員からのコメント 

 

平成１９年１０月３０日に山口大学のマネジメント及び評価担当者との意見交換を実施し、山

口大学におけるマネジメント及び評価活動を確認した。 

意見交換には、研究開発評価推進検討会委員である奥居正樹氏（広島大学大学院社会科学研究

科准教授）及び嶌田敏行氏（茨城大学評価室助教）に同席いただいた。後日、両委員から、下記

のコメントが寄せられた。 

 

１）大学全体について 

区   分 コ  メ  ン  ト 

マネジメントについて ○ 研究推進戦略室が全学的な研究マネジメントを実施している。研究推

進戦略室は学術研究担当副学長を中心に部局の推薦を受けた教授で構

成されており、研究評価に関する基本的な考え方が現在とりまとめの

段階にある。 

○ 世界水準の研究拠点あるいは地域の課題研究に取り組むために「研究

推進体」を設ける。これは複数の学問分野にわたる「連携と融合」を

目指すことが目標に掲げられる。そして、研究推進体は「特徴ある研

究核」として認定するものであり、現在４３の課題が選択されている。

研究推進体から特に優れたものを「スーパー研究推進体」（現在４課題）

に認定し、全学的に特に支援を強化する。次のステップには、センタ

ー化、大型外部資金の獲得が控えている。 

○ チームだけでなく、研究に専念できる環境を与えて研究水準を向上さ

せることを目的として、「研究特任教員」と「研究主体教員」制度を実

施する。前者は、全教員の１％(９名)を目安に教育・大学運営業務の

負担軽減や研究支援経費(人件費)が支給される。後者は、全教員の１

０％以内で、研究成果発表に対する経済的支援が行われる。双方とも、

研究成果発表会を開催する等、事後評価が実施され、高い水準の評価

とセットになっている。 
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○ 中長期的な研究目標を全学的に定め、その目標に向かって行動してい

る。評価→意志決定のプロセスを明確に採り入れたマネジメントが特

徴である。 

○ 研究の芽を大樹に育てるシステムが個人レベル、研究チームレベル、

部局レベル、全学レベルに構築されている。そのシステムには、評価

プロセスが組み込まれている。 
マネジメントに必要な

情報収集 
○ 教員の研究活動を収集する研究者データベースシステム（ＹＵＳＥ）

に入力されたデータを基本に教員個人評価を行い、その結果を意志決

定に活用している。 

 

マネジメントのプロセ

ス 
○ 山口大学を取り巻く組織内外の環境および中長期視点の経営課題を勘

案して「山口大学研究推進プラン２００７」が策定されており、資源

配分戦略（研究推進体の導入による選択と集中、研究インフラの整備

計画）、広報戦略等の具体策が検討されている。 

○ ＹＵＳＥの運用が平成１４年度からと他大学に比べて比較的早くから

取り組まれており、評価に利用するだけでなく、教員をエンカレッジ

する利用方法について全学的な検討が重ねられている。 

○ 学術研究担当副学長と各学部の研究マネジメント担当教員らが研究推

進戦略室というチームを作り、ＭＯＴ手法を採り入れつつ、各種施策

の企画・立案や、評価による施策の優先順位付け等、進行管理を行っ

ている。室員は学部執行部も加わり、大学執行部（本部）－部局が連

携して研究を推進する体制が構築されている。 
評価活動について ○ 教員は全学的な自己点検評価を実施する。評価の対象はＹＵＳＥに入

力されたデータを基にした全般的活動評価（毎年度実施）、教育貢献度

評価（毎年度実施）および研究水準評価（６年ごとに実施）である。

研究水準評価は４段階の評価基準で構成され、各段階の判定基準の定

義と水準判定の要件、成果の還元効果の取り扱いについて明文化を行

う。教員は各々の研究領域に応じた分科に所属し、その基準にのっと

った自己評価を行う。教員評価は自らの研究水準を認識することと、

部局長が組織の今後の研究活動を活性化するための参考にするために

実施される。（したがって、評価結果を人事評価の参考にしないと明言

されている。） 

○ プロジェクト型研究については、事前・中間・事後の３段階評価を実

施する。これによって、プロジェクト型研究そのもののマネジメント

改善だけでなく、支援方法（研究環境の整備や支援手段等）について

の評価も併せて実施する。 

○ 中期計画は副学長６人が分担し、責任を持って進行管理を行っている。

教員個人評価は研究者を後押しするような評価になるような制度設計

を行っている。 
内部における研究評価

活動の実施状況 
○ ＹＵＳＥに入力されなければ、教員評価が実施できないことを教員が

認識し、入力率は９０％以上となる（平成１８年度は１００％）。 

○ 教員個人評価を実施している。学部ごとに行うのではなく、科学研究

費補助金の分類を基本に３６分科で評価者が被評価者の６年分の業績

について評価基準に従い、４段階の評価を行う。 

○ 研究推進体、スーパ－研究推進体はチームとしての評価、研究主体教

員、研究特任教員制度では、教員評価とはまた違った高い水準での評

価を実施している。 
学外競争的資金との関

わり 
○ 研究推進体を通じて学外競争的資金の獲得を促進する。 

○ 科学研究費補助金申請率等を資源配分のインセンティブに活かす施策

を実施する。 

○ 研究推進体制度等のチーム支援、研究主体教員制度等の個人支援によ

り研究を育て、学外競争的資金の獲得を目指している。 

 

第三者評価への活用 ○ 第三者評価（法人評価）を自己評価と組み合わせ、１回の作業で複数

の成果が得られる評価を行っている。 
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マネジメントと評価との関

係 
○ 全学的な研究プロジェクトは、副学長を室長とする研究推進戦略室に

よってマネジメントされる。研究推進戦略室は部局（および個人）の

研究活性化のため、全学的な研究プロジェクトの企画・選択だけでは

なく、研究を充実させるための研究基盤の整備や国際化への対応につ

いても検討・評価を行う。研究シーズと環境を鳥瞰した評価とその適

切性を検証している。 

○ 全学的な研究支援施策に評価を組み込んだマネジメント体制を構築し

ている。一方で、研究チーム（者）を育てる査定的な評価や、次の施

策を決めるための自己を知るための評価、そして基礎科学や文系の研

究者も考慮に入れ、研究者を後押しする姿勢の教員評価が行われてい

る。これは、評価がマネジメントプロセスに組み込まれており、評価

結果が各レベルでの意志決定にシステマティックに活用されている好

例であろう。 

２）部局（人文学部）について 

区   分 コ  メ  ン  ト 

マネジメントについて ○ 他大学人文学部とのベンチマークを実施することによって、自らの位

置づけを評価するとともに、良い取り組みは積極的に取り入れるマネ

ジメントを実践する。例えば、外部資金の獲得を目指すため、一人一

件の科学研究費補助金申請を義務づけ、申請の有無によって研究費の

傾斜配分を行う。 

○ 科学研究費補助金の間接経費を基にして、部局内に設けた研究推進室

が若手研究や始動プロジェクト等に重点投資を行う。このように、外

部資金を積極的に獲得するとともに、そこで得た間接経費を研究シー

ズに投資する等、好循環サイクルの構築に向けた取り組みが行われて

いる。 

○ 学部長および副学部長、評議員（１）、学部長補佐（４）、学科長（２）

の計９名が学部執行部としてマネジメントを行っている。 

○ 研究推進室を設置し、全学の研究推進戦略室と連携しながら、科学研

究費補助金獲得の支援、科学研究費補助金の間接経費から生み出す相

互支援的な学部内プロジェクト（研究費配分）を学部長のリーダーシ

ップの下で行っている。 

○ 学部長裁量経費は、ほかにも地域との連携による研究等に活用してい

る。 
マネジメントに必要な

情報収集 
○ 部局で実施する自己点検評価および教員活動データ（教員がＹＵＳＥ

に入力するデータ）によって、情報収集されている。 

○ 教員個人評価や年度計画の自己点検評価により情報を収集している。

 

マネジメントのプロセ

ス 
○ 研究面では、部局内に研究推進室が設置されている。部局としての研

究方針等の企画・調整が行われている。 

○ 学部執行部で企画した案は、教授会に提案し全員の議論の上で決定す

るが、学部執行部と教員との信頼関係が構築されており、学部の構成

員も５０人程度で小規模なため、学部としての意志決定はスムーズで

あるとのことだった。 
評価活動について ○ 教員は研究領域ごとの分科に属し、各々の評価基準にのっとった自己

評価を行う。 

○ 中期計画に関連する自己評価や教員個人評価を行っている。 
内部における研究評価

活動の実施状況 
○ 教員評価は平成１９年度から実施する。ただし、現時点では評価結果

は人事考査に使用しない（評価結果の使用方法については今後検討す

る）。 

○ 教員個人評価の中で研究評価が行われている。この結果を今後の人文

学部の研究施策に活かすとのことであった。 

 

学外競争的資金との関

わり 
○ 人文学部では、科学研究費補助金の申請率を１００％にする施策が取

り組まれている。教員が申請しないことによるペナルティーは無いが、
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組織的に資金獲得に取り組む意識が高い。 

○ 科学研究費補助金を申請した者への研究費の積み増し等のインセンテ

ィブ付与施策を行い研究活性化も併せて図っている。 
第三者評価への活用 ○ 中期目標・中期計画の評価活動が第三者評価に活用されていると考え

られる。 

○ 学部においても第三者評価（法人評価）を自己評価と組み合わせ、１

回の作業で複数の成果が得られる評価を行っている。 
マネジメントと評価との関

係 
○ 執行部と部局とのコミュニケーションが円滑に進められている。そし

て、大学評価のプロセスを副学長（６名）が領域ごとに分担すること

によって、部局の活動成果とグッドプラクティスを把握する仕組みが

整備されている。 

○ 学部長が学部執行部とともに、トップダウン的に企画を作り、教授会

や各種学部委員会で議論を深め、意志決定を行っている。 

３）その他のコメント 

○ 全教員が研究領域ごとの分科会に属し、それぞれの分科が評価基準を明確に決めていく取り組み

は特徴的と考える。特に評価基準の策定にあたり、分科が自律的に基準を設定し、分科内での合

意形成を図るには、問題意識の浸透とそれに対応する時間的コストの理解が無くては進められな

い。これは、執行部と部局とのコミュニケーションが円滑に行われて適切に連携しているだけで

なく、明確なビジョンの下で全学マネジメントが意思決定を展開しているものと考えられる。 

○ 評価を活かしたマネジメントを実践している大学という印象である。これも中期目標・中期計画

だけでなく、長期目標や研究の基本方針等、中期目標・中期計画という制度を超えたところでマ

ネジメントの方向性をきちんと持っているからではないかと感じた。 

○ 第２期中期目標期間に向けて、１０年から１５年後のあるべき姿を現在、議論している。議論は、

学部の利益を超えて議論できる委員（機械的に各学部から何人ずつ、としていない）だけでなく、

学外者（経営協議会委員）も入れて行っている。短期の計画は、必要に迫られていることも多い

ので、割とまとまりやすい。長期ビジョンは少し遠くて漠然としているところもあるから、これ

もきちんと議論すればまとまる。一番難しいのは、１０年から１５年という具体的に手がとどく

ところです、という理事の言葉が印象的であった。 

○ 最後に山口大学では、時間学研究所という、先駆的な学部を超えた研究活動の場も提供している

ことも付け加えたい。 
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資料１ 

 

山口大学憲章 
 

はじめに 

山口大学は、1815（文化 12）年、長州藩藩士・上田鳳陽によって創設された私塾・山口

講堂を前身とし、明治・大正期の学制を経て、1949（昭和 24）年には、平和と繁栄を願い、

地域における高等教育および学問研究の中核たる新制大学として創設されました。そして

2004（平成 16）年、国立大学法人山口大学が設置する国立大学となりました。 

いま、新たな大学づくりに踏み出すにあたり、ここに「山口大学憲章」を掲げ、学生・教

員・職員の三者が一体となって、理念の共有と目標の実現をめざします。 

 

Ⅰ 基本理念 

１ 「発見し・はぐくみ・かたちにする 知の広場」の創造 

私たち山口大学は、２１世紀の多様な課題を「発見し・はぐくみ・かたちにする」、

豊かな「知の広場」を創り出します。 

私たち山口大学は、この「知の広場」において、自らの役割と実績とを不断に評価

しつつ英知の創造をめざします。 

２ 共同・共育・共有精神の涵養 

私たち山口大学は、共に力を合わせ、共に育み合い、共に喜びを分かち合います。

この共同・共育・共有の精神を"山大スピリット"として涵養します。 

３ 公正・平等・友愛の尊重 

私たち山口大学は、"山大スピリット"による他者への配慮と自らを律する倫理観の

もとに、あらゆる偏見と差別を排し、公正と平等と友愛の精神を尊重します。 

 

Ⅱ 教育の目標 

１ 専門性と社会性の育成 

私たち山口大学は、地域の基幹総合大学として、各学部・研究科の特性を活かし、

個性あふれる専門性と社会性に富んだ人材を育みます。  

２ 自己啓発・自己研鑽・自己管理の徹底 

私たち山口大学は、自己啓発・自己研鑽に努め、自己管理能力を身につけた人材を

育みます。 

３ 知識社会に応える能力の醸成 

私たち山口大学は、地域社会および国際社会の発展と平和の実現に貢献するために、

２１世紀の知識社会における課題探求と問題解決の能力を持った人材を育みます。 

 

Ⅲ 研究の目標 

１ 先進的な研究を社会に還元 

私たち山口大学は、基礎的・学術的研究および社会が直面する課題の克服と解決に

役立つ研究を重視し、総合大学の特性を活かし、先進的かつ長期的な視野に立った研究

を進め、その成果を社会に還元します。 

２ 学際的な研究体制の構築 

私たち山口大学は、人文科学、社会科学、自然科学、生命科学などの学問分野の独

自性を尊重しながら、これら諸分野の連携を通して、２１世紀の時代にふさわしい学際

的な研究体制を構築します。 

３ 研究活動の透明性と説明責任の遵守 

私たち山口大学は、研究者相互の交流を基盤に、山口大学を主体とする共同研究体

制を構築します。その研究過程と研究成果は広く社会に発信し、説明責任を果たします。 
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Ⅳ 私たちの責務 

１ 新たな価値の創出 

私たち山口大学は、人間と人間、人間と自然、人間と科学とが調和する新たな価値

の創出をめざします。 

２ 社会が抱える問題解決への寄与 

私たち山口大学は、２０世紀の時代が繁栄と豊かさをもたらす一方で、自然環境の

破壊や貧困・飢餓・戦争など、多くの社会問題が表出した時代であったことを認識し、

２１世紀の今日にあっては、これらの矛盾の解決のために英知と勇気を役立てます。 

３ 地域社会の発展と国際社会への貢献 

私たち山口大学は、心豊かな教養人と優れた専門的知識・技術を持った人材を育み、

地域社会の発展と国際社会の平和に貢献し、人類の幸福に寄与します。 
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資料２ 
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資料３ 

 

教員の全学的自己点検評価実施要領 
 

平成19 年５月14 日 国立大学法人山口大学評価委員会決定 

改定 平成20 年３月27 日        

 

１． 本「要領」の目的 

 

本「要領」は、山口大学全学的自己点検評価活動に関する基本方針の「２ 評価の種類」及び「補） 

実施要領等について」に基づき、教員の活動評価の実施内容、実施方法等を定める。 

 

２．実施する評価の種類と内容 

 

本評価は活動全般に対して行うこととし、さらに、教育活動と研究活動に対してはその重要性に鑑 

み、それぞれ教育貢献度評価と研究水準評価を行うものとする。これより、教員の活動に関して実施 

する評価の種類は、全般的活動評価、教育貢献度評価、研究水準評価の三つとする。 

（１）全般的活動評価 

1)評価の目的及び観点 

各教員が部局の諸活動を実践する中で、それぞれの個性と活力を十分に発揮でき、その結 

果として組織全体の効率的な運営が実現されるという観点から教員の諸活動を評価すること 

を目的とする。 

ここでは、教員の諸活動全般の健全性が確保されているかどうかの観点から評価を行う。 

2)実施時期 

原則として毎年度 

3)対象とする活動 

教育活動、研究活動、大学運営活動、社会貢献活動、全学・学部附属教育研究施設等にお 

ける活動 

4)対象とする教員 

評価実施時に在籍する教授、准教授、講師、助教及び助手並びに教授 (寄附講座等)、准教 

授 (寄附講座等)、講師 (寄附講座等)、助教 (寄附講座等) 及び助手 (寄附講座等) (以下「大 

学教育職員等」という。)のうち、評価実施年度の前年度4 月1 日に在籍した者とする。助手 

並びに、学部・研究科以外の部局に所属する専任教員については、各種評価の全てにおいて 

評価対象とはならない場合があるが、大学全体の活動を把握・公表するためには全教員の活 

動内容を記録する必要があるので、これら教員も含めてYUSE には全教員が入力するものとす 

る。 

5)用いるデータ 

教員が、毎年度の諸活動の実績を国立大学法人山口大学自己点検評価システム「YUSE」（以 

下「YUSE」という。）へ自らの責任において入力した前年度のデータ。その具体的な内容は、 

様式１（教員の教育活動調査票)、様式２（教員の研究活動調査票)、様式３（教員の大学運 

営活動調査票)、様式４（教員の非公開とする公的貢献活動調査票）、様式５（教員の社会貢 

献活動調査票）、様式６（全学・学部附属教育研究施設等における活動）に区分して示すこ 

ととし、各様式の調査項目は別添１のとおりとする。 

各様式の書式は、別途、大学評価実施会議が定める。 

6)実施方法 

①大学評価室は、様式１～６の記載内容を基に集計処理により活動実績を数値等で示し、 

その結果を様式Ａ（教員の活動報告書）に転記し、これを教員に提示する。 

様式Ａの書式は別途、大学評価実施会議が定める。 

②教員は、自己評価した結果を所属部局の長に提出する。 

③所属部局の長は、提出された様式Ａの内容を点検し、各教員が部局の諸活動を実践する 

中で、それぞれの個性と活力を発揮でき、その結果として組織全体の効率的な運営が実 

現されるという観点から問題があるかどうかを評価し、その結果及び所見を様式Ａの所 

定の箇所に記入するとともに、各教員に通知し、必要に応じて適宜改善に向けた対策を 
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講じる。 

評価の際、所属部局の長は国立大学法人山口大学自己点検評価システムデータ取扱規 

則の定めに従い大学評価室長が提供する様式１～６の内容を参考にするものとする。 

④所属部局の長は、評価結果の通知にあたって、教員からの不服の申し立てを受け付け、 

評価結果の妥当性を再検討するための措置を予め講じ、そのしくみを部局の教員に周知 

しなければならない。 

⑤所属部局の長は、評価終了後、実施状況と結果を学長に報告するものとする。報告の書 

式は別に定める。 

⑥確定した評価結果は、原則として大学評価室が電子データで保存する。これを閲覧でき 

る者と閲覧できる範囲は次の通りとする。 

ア．学長並びに副学長（以下「学長等」という。）及び大学評価室長 全大学教育 

職員等 

イ．所属部局の長 所属の全大学教育職員等 

ウ．大学教育職員等 本人 

7)評価結果の活用 

学長等及び所属部局の長は、評価結果を部局の運営における所属教員の諸活動全般の健全 

性を確保する措置を講ずるための参考とする。 

各教員においては、これを諸活動の質の改善に向けた参考とする。 

8)評価結果の公表 

①各教員ごとの個別の評価結果は公表しない。 

②学長は、全部局における評価終了後、全体概要を取りまとめ、ホームページ等を通じて 

学内に公表する。 

 

（２）教育貢献度評価 

1)評価の目的及び観点 

個々の教員の担当する個々の授業の質の改善を通じて、学部・研究科等の教育水準の向上 

と質の改善に資することを目的とする。 

ここでは、学生の学力向上に貢献しているかどうかの観点から評価を行う。 
(*)教育貢献度及び質の改善についての考え方 

・教育貢献度 

まず、ここでの「度」とは割合の意味ではなく、貢献の「内容、状況」をさす。次に、大学の教育目 

的に沿い、各学部はその教育目的を定め、それに沿ったカリキュラムを編成する。よって各教員はそこ 

で決められた授業等を、そのシラバスに記した到達目標に沿って行うことが目標となる。したがって、 

「教育貢献度」とは、シラバスにおける到達目標の達成状況、及び到達目標、授業内容・方法、成績評 

価の方法等の改善に向けた取り組みの状況をさす。 

・質の改善 

教員個人で見た場合の質の改善とは、教育内容・教育方法改善への取り組みを積極的に行うことによ 

り、担当開設科目の到達目標の達成状況を改善することにある。到達目標の達成状況の改善とは、到達 

目標に到達する学生を増やすための改善努力が行われることを意味する。 

2)実施時期 

原則として毎年度 

3)対象とする活動 

授業活動 

4)対象とする教員 

評価実施時に在籍する大学教育職員等のうち、前年度に大学教育職員等として本学の授業 

を担当した者とする。(*) 
(*)所属部局以外の部局の授業を行っている場合でも、それについてはやはりその所属部局の長が評価を 

行う。 

5)用いるデータ 

① ア） 前年度に授業を担当した教員が、担当した授業科目ごとに所定の様式に入力した 

授業自己評価の結果（国立大学法人山口大学教育情報システム「IYOCAN」（以下「IYOCAN」 

という。）の教員授業自己評価のNo.28「授業実施上の工夫」、No.29「授業実施上の工 

夫(自由記述)」、No.30「授業実施上の問題点・改善点」に相当するもの 。教員はこの 

入力内容としてIYOCAN に記入したこれらの授業自己評価をそのまま用いることがで 

きる。） 

イ）学生による授業評価結果（IYOCAN 若しくは組織が独自に行った学生による授業評 
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価の結果又は教員が独自に行った学生への授業アンケートの結果）。(*) 
(*)IYOCAN の学生による授業評価の結果の利用について…教育情報システムデータ取扱規則、第6 

条第2 項（前項の規定にかかわらず，部局は，授業改善に資する場合であって，当該部局の大学 

教育職員本人の同意を得ているときには，学生授業評価の統計的分析又は教員授業自己評価の統 

計的分析以外の目的にもデータを利用できるものとする）による。 

教員が独自に行った学生への授業アンケートの結果の利用について…教員の同意がある場合は、こ 

のデータは教育貢献度評価に利用できるものとする。 
② YUSE の「様式１（教員の教育活動調査票）」の「１－Ⅱ授業方法・教育方法改善への 

取り組み」に入力された前年度のデータ。 

6)実施方法 

①教員は、５）の①のア）により入力した授業自己評価の結果及びその結果に基づき、所 

定の様式に記入した「学生の学力向上への貢献の状況」を、所属部局の長に提出する。 

②教員は、①に加え、５）の①のイ）を所属部局の長の閲覧のために提供することができ 

る。 

③所属部局の長は、①により教員が自己評価した「学生の学力向上への貢献の状況」につ 

いて、授業自己評価の結果と、教員より提供された５）の①のイ）をもとに、５）の② 

を参考とし、授業の改善の状況について所定の箇所に所見を記入する。 

④所属部局の長は、評価結果を各教員に通知し、必要に応じて適宜改善にむけて指導する。 

⑤所属部局の長は、評価結果の通知にあたって、教員からの不服の申し立てを受け付け、 

評価結果の妥当性を再検討するための措置を予め講じ、そのしくみを部局の教員に周知 

しなければならない。 

⑥所属部局の長は、評価終了後、実施状況と結果を学長に報告するものとする。報告の書 

式は別に定める。 

⑦確定した評価結果は、原則として大学評価室が電子データで保存する。これを閲覧でき 

る者と閲覧できる範囲は次の通りとする。 

ア．学長等及び大学評価室長 全大学教育職員等 

イ．所属部局の長 所属の全大学教育職員等 

ウ．大学教育職員等 本人 

7)評価結果の活用 

学長等及び所属部局の長は、この評価結果を組織における授業実施上の問題点等を把握 

し、学生の学力向上に向けた取り組みを行うための参考とする。 

各教員においては、これを担当する授業の質の改善に向けた参考とする。 

8)評価結果の公表 

①各教員ごとの個別の評価結果は公表しない。 

②学長は、全部局における評価終了後、全体概要を取りまとめ、ホームページ等を通じて 

学内に公表する。 

9)特例 

教育貢献度評価の目的及び観点に沿った評価を実施している部局（学科等を含む。）にあ 

っては，当該評価をもって教育貢献度評価に代えることができるものとし，これによる場 

合の取扱い等は，別に定める。 

（３）研究水準評価 

1)評価の目的及び観点 

個々の教員の研究の質の向上を通じて、学部・研究科等の研究水準の向上に資することを 

目的とする。 

ここでは、学術的意義の観点から評価を行うことを基本とする。 

2)実施時期 

原則として６年に一度 

3)対象とする活動 

研究活動 

4)対象とする教員 

評価実施時に在籍する大学教育職員等とする。助手並びに、学部・研究科以外の部局に所 

属する専任教員を含むかどうかについては所属部局の長の判断による。 

5)用いるデータ 

①YUSE の様式２（教員の研究活動調査票）及び様式５（教員の社会貢献活動調査票）に入 

力されたその間のデータ。 
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6)実施方法 

①水準の判定は、「卓越」、「優秀」、「標準」、「要努力」の４段階で判定する。各水 

準の意味は別添２のとおりである。 

②水準の判定は、所定の研究領域単位集団（以下「分科」という。）において行う。 従 

って、各教員は一つの分科に所属する。 

③水準を判断するための「水準判定基準」は、分科ごとに作成する。 

④分科ごとに、評価を行うための責任者及び補助者を置く。 

⑤責任者は、大学評価室から提供される各教員ごとの研究活動実績のデータをもとに、補 

助者とともに、あらかじめ定められた水準判定基準に従い、分科に所属する教員の研究 

水準を判定するとともに所定の様式に判定結果及び判定理由を記入し、大学評価室に提 

出する。 

⑥評価結果は、大学評価室を通じて各教員、所属部局の長及び学長に通知される。 

⑦大学評価室は、評価結果の通知にあたって、教員からの不服の申し立てを受け付け、評 

価結果の妥当性を再検討するための措置を予め講じ、その内容を各教員に周知しなけれ 

ばならない。 

7)評価結果の活用 

各教員においては、これによって自らの研究水準を認識し、その後の研究活動の参考とす 

る。 

学長等及び所属部局の長は、これを組織の今後の研究活動を支援し、促進するための参考 

とする。 

8)評価結果の公表 

①各教員ごとの個別の評価結果は公表しない。 

②学長は評価終了後、全体概要を取りまとめ、ホームページ等を通じて学内外に公表する。 
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別添１ 

要領 

【様式１】 教員の教育活動調査票  入力項目 

Ⅰ   授業担当・教育実績 

Ⅰ－１    定常的授業担当 

Ⅰ－１－１     共通教育 

Ⅰ－１－２     学部教育 

Ⅰ－１－３     大学院教育 

Ⅰ－１－４     共同して実施した授業担当 

Ⅰ－２      正規授業外の教育活動 

Ⅰ－３    卒業論文（研究）、修士論文、博士論文の作成指導 

Ⅰ－４    学生の受け入れ 

Ⅱ      授業方法・教育方法の改善への取り組み 

Ⅱ－１     授業方法の改善・教育方法の改善 

Ⅱ－２     ピアレビューの実施 

Ⅱ－３     FD研修への参加 

Ⅲ   その他特記事項 

Ⅲ－１     各組織の特殊性に基づく評価項目 

Ⅲ－２     評価にあたって考慮すべき特記事項 

 

【様式２】 教員の研究活動調査票  入力項目 

Ⅰ   研究課題、研究目的・目標 

Ⅰ－１     研究課題 

Ⅰ－２     研究目的・目標 

Ⅰ－３     研究計画及び実施状況 

Ⅱ   研究成果及び活動 

Ⅱ－１     学術論文 

Ⅱ－１－１－１     原著論文 

Ⅱ－１－１－２     原著論文（CD-ROMで発表） 

Ⅱ－１－２－１     著書（単独執筆） 

Ⅱ－１－２－２     著書（分担執筆） 

Ⅱ－１－３     総説・解説・評論・書評等 

Ⅱ－１－４     判例研究・症例研究・事例報告書 

Ⅱ－１－５     プロシーディングス 

Ⅱ－２     学会活動等 

Ⅱ－２－１－１     研究発表（アブストラクト集ありの場合） 

Ⅱ－２－１－２     研究発表（アブストラクト集なしの場合） 

Ⅱ－２－２     受賞 

Ⅱ－２－３     招待講演 

Ⅱ－３     創作的、実践的活動 

Ⅱ－３－１     芸術活動や演奏活動等 

Ⅱ－３－２     芸術活動や演奏活動等の企画・運営 

Ⅱ－３－３     特許や情報データベース等の知的財産の形成 

Ⅱ－３－４     心理・教育相談活動等 

Ⅱ－３－５     埋蔵文化財調査活動 

Ⅱ－４     附属病院等における医療支援活動 

Ⅱ－４－１     医薬品等の臨床研究（治験）に関する貢献 

Ⅱ－４－２     診療・看護・保健活動に関する新技術の創出 

Ⅱ－５     研究資金の受け入れ等 

Ⅱ－５－１－１     科学研究費補助金（申請件数等） 

Ⅱ－５－１－２      科学研究費補助金 

Ⅱ－５－２     寄附金 

Ⅱ－５－３     共同研究・受託研究 
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Ⅱ－５－４     研究活動に関連した学内・学部内特別配分経費等 

Ⅱ－５－５     高度先進医療開発経費等 

Ⅱ－５－６     その他 

Ⅱ－６     国際的な研究活動 

Ⅲ   その他の研究関連活動 

Ⅲ－１     研究ノート等 

Ⅲ－２     報告書等 

Ⅲ－２－１     単独執筆 単行本の場合 

Ⅲ－２－２        分担執筆 雑誌等に掲載の場合 

Ⅲ－３     教科書、啓発書、一般書 

Ⅲ－３－１     単独執筆 

Ⅲ－３－２     分担執筆 

Ⅲ－４     専門書・資料集・統計集・全集の編集・監修 

Ⅲ－５     新聞・一般雑誌への掲載論文・記事等 

Ⅲ－５－１     新聞 

Ⅲ－５－２     一般雑誌 

Ⅲ－６     テレビ・ラジオ等の番組出演 

Ⅳ   その他の特記事項 

 

【様式３】 教員の大学運営活動調査票  入力項目 

Ⅰ   全学的な管理・運営への貢献 

Ⅰ－１    副学長､部局長､教育研究評議会評議員､経営協議会委員､学長特別補佐､学長室 

フェロー及び副学長補佐としての貢献 

Ⅰ－２     全学的常設委員会の委員等としての貢献  

Ⅰ－３     全学の一時的委員会（WG等）の委員等としての貢献 

Ⅰ－４     全学教育研究施設等の運営に関する貢献 

Ⅰ－５     全学的行事・活動及びその他の大学を代表した活動に関する貢献 

Ⅱ   学部（学部の教育研究組織等を含む）・大学院研究科等の管理・運営に関する貢献 

Ⅱ－１     学部長（正、副）、研究科長（正、副）及び教育研究評議員等としての貢献 

Ⅱ－２     学科長（正・副）、教室主任、講座主任、専攻長、専修主任等としての貢献 

Ⅱ－３    学部等の常設委員会の委員等としての貢献 

Ⅱ－４    学部等の一時的委員会（WG等）の委員等としての貢献 

Ⅱ－５    学部の教育研究施設等の運営に関する貢献 

Ⅱ－６     全学部的行事・活動及びその学部を代表した活動への貢献 

Ⅱ－７     学部の教授会、大学院研究科委員会、教官会議等への出席状況 

Ⅱ－８    学生の就職に係わる活動及び学生確保に係わるリクルート活動への貢献 

Ⅱ－９     その他、学科・教室・大講座等の運営への貢献 

Ⅱ－１０    部局長等を補佐するスタッフとしての貢献 

Ⅱ－１１    附属病院、動物医療センターの管理運営への貢献 

III   国際学術交流に関する管理・運営への貢献 

III－１     大学間及び学部間学術交流協定校との交流に関する貢献 

III－２     国際貢献、国際協力に関する会議・運営等への貢献 

IV   その他、大学運営活動への貢献で非公開とするもの 

IV－１     全学的な管理・運営の貢献で非公開とするもの 

IV－２     学部・大学院研究科等の管理・運営の貢献で非公開とするもの 

V   その他特記事項 

V-１    学部及び附属病院等の特殊性に基づく評価項目 

V-２    評価にあたって考慮すべき特記事項 

 

【様式４】 教員の非公開とする公的貢献活動調査票  入力項目 

Ⅰ   山口大学入学者選抜に係わる委員としての活動 

Ⅰ－１     一般選抜 

Ⅰ－１－１     一般選抜－前期 
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Ⅰ－１－２     一般選抜－後期 

Ⅰ－２     専門高校・総合学科卒業生選抜 

Ⅰ－３    アドミッション・オフィス入学試験 

Ⅰ－４     特別選抜 

Ⅰ－４－１     推薦入試 

Ⅰ－４－２    帰国子女特別選抜入学試験 

Ⅰ－４－３    社会人特別選抜入学試験 

Ⅰ－５     編入学試験 

Ⅰ－６     転入学試験 

Ⅰ－７    私費外国人留学生入学者選抜入学試験 

Ⅱ   山口大学大学院入学者選抜に係わる委員としての活動 

Ⅱ－１    博士前期課程及び修士課程 

Ⅱ－２     博士後期課程 

Ⅲ   山口大学プレースメントテスト 

Ⅳ   大学入試センター試験に係わる委員としての活動 

Ⅴ   各種資格試験等に係わる委員としての活動 

Ⅵ   国立大学協会に係わる委員としての活動 

Ⅵ－１     常設委員会 

Ⅵ－２     特別委員会 

Ⅵ－３    その他の委員会(特別会計制度協議会委員､国公私立大学団体交流担当委員長協議 

    会委員､大学入学者選抜方法の改善に関する協議会委員､就職問題懇談会委員) 

Ⅶ   大学評価・学位授与機構に係わる委員としての活動 

Ⅷ   各種研究補助金の審査に係わる活動 

Ⅸ   その他の特記事項 

 

【様式５】 教員の社会貢献活動  入力項目 

Ⅰ   社会に対する教育貢献活動 

Ⅰ－１     生涯学習への貢献 

Ⅰ－１－１     公開講座 

Ⅰ－１－２     講演 

Ⅰ－１－３     講習 

Ⅰ－１－４     出張講義 

Ⅰ－１－５     その他 

Ⅰ－２     高校、中学校、小学校等教育機関との連携 

Ⅰ－２－１     出張講義等(エクステンションセンターが提供するメニューにより行う出前講義を含む) 

Ⅰ－２－２     その他 

Ⅰ－３     大学開放活動 

Ⅰ－４      社会啓発的活動 

Ⅰ－４－１     新聞への投稿・寄稿 

Ⅰ－４－２     雑誌への投稿・寄稿 

Ⅰ－４－３     啓発的一般書（教科書も含む）の出版 

Ⅰ－４－４     社会活動・教育活動等の指導・講師等 

Ⅰ－４－５     その他 

Ⅰ－５     各種教育相談業務への対応 

Ⅰ－６     国際貢献・国際協力活動 

Ⅰ－７    医学部卒後臨床研修指導 

Ⅱ   研究面における社会貢献活動 

Ⅱ－１     学会活動等 

Ⅱ－１－１－１      会議、シンポジウム、研究集会の企画・運営（国内集会の場合） 

Ⅱ－１－１－２      会議、シンポジウム、研究集会の企画・運営（国際集会の場合） 

Ⅱ－１－２     学会・学術団体の組織運営 

Ⅱ－１－３     論文審査 

Ⅱ－１－４－１     会議、シンポジウム、研究集会における座長、司会（国内集会の場合） 
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Ⅱ－１－４－２     会議、シンポジウム、研究集会における座長、司会（国際集会の場合） 

Ⅱ－２     附属病院等における診療・看護・保健活動及び医療支援活動 

Ⅱ－２－１     国の医療・保健行政（厚生労働省、文部科学省関連など）に対する貢献 

Ⅱ－２－２     地域医療・保健行政に対する貢献 

Ⅱ－３     その他の研究関連活動 

Ⅱ－１－１      一般市民・専門職（教員、保健師等）対象の講演等 

Ⅱ－１－２      他機関等への技術・研究・経営指導 

Ⅱ－１－３      国、地方公共団体等の審議会委員等 

Ⅱ－１－４      国際貢献、国際協力活動 

Ⅲ   その他の特記事項 

 

【様式６】 全学・学部附属教育研究施設等における活動  入力項目 

Ⅰ   診療等活動の実績（医学部附属病院） 

Ⅰ－１     診療（外来） 

Ⅰ－２     診療（病棟）     

Ⅰ－３     医療安全 

Ⅰ－４     感染対策 

Ⅰ－５     宿・日直 

Ⅰ－６     その他 

Ⅰ－６－１      検体検査 

Ⅰ－６－２     病理学的検査（病理解剖を含む） 

Ⅰ－６－３     生体検査 

Ⅰ－６－４     画像診断 

Ⅰ－６－５     検査（非観血的検査、観血的検査） 

Ⅰ－６－６     内科系治療（非観血的治療、観血的治療） 

Ⅰ－６－７     外科手術 

Ⅰ－６－８     麻酔 

Ⅰ－7     上記項目では表せない診療活動の特記事項 

Ⅱ   診療等活動の実績（農学部附属動物医療センター） 

Ⅱ－１     診療（外来）     

Ⅱ－２     その他 

Ⅱ－２－１      微生物検査 

Ⅱ－２－２     病理学的検査（病理解剖を含む） 

Ⅱ－２－３     外科手術 

Ⅱ－３     上記項目では表せない診療活動の特記事項 

Ⅲ   産学公連携・知財関連の補助事業についての活動 

Ⅲ－1     大学が申請者となる産学公連携，知財に関わる補助事業 

Ⅲ－2     特許関連の補助についての活動 

Ⅲ－2－1     啓蒙、教育 

Ⅲ－2－2     相談 

Ⅲ－3     上記項目では表せない活動の特記事項 

Ⅳ   大学評価室関連活動 

Ⅴ   その他の全学・学部附属教育研究施設等における活動 
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別添２ 
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資料４ 

 

国立大学法人山口大学自己点検評価システムデータ取扱規則 

 

平成15年９月９日規則第99号 

 

改正 平成16年４月１日規則第26号 平成17年３月25日規則第 65号 

平成18年３月14日規則第24号 平成18年９月26日規則第140号 

平成19年３月26日規則第57号 平成19年10月９日規則第121号 

 

（趣旨） 

第１条 この規則は，山口大学大学評価室（以下「大学評価室」という。）が管理す 

る国立大学法人山口大学自己点検評価システム「ＹＵＳＥ（Yamaguchi University 

Self Evaluation）」のデータの取扱いに関し必要な事項を定める。 

 

（定義） 

第２条 この規則における用語の意義は，次に定めるところによる。 

(1) 「データ」とは，大学教育職員等の毎年度の教育活動，研究活動，大学運営活 

動，社会貢献活動及び全学・学部附属教育研究施設等における活動の個人別活動 

実績を国立大学法人山口大学自己点検評価システムにより記録した情報をいう。 

(2) 「大学教育職員等」とは，教授，准教授，講師，助教及び助手並びに教授（寄 

附講座等），准教授（寄附講座等），講師（寄附講座等），助教（寄附講座等） 

及び助手（寄附講座等）をいう。 

(3) 「項目」とは，国立大学法人山口大学評価委員会（以下「評価委員会」とい 

う。）が別に定めたデータの具体的な調査区分をいう。 

(4) 「部局」とは，各学部，各大学院研究科（専任大学教育職員を置く研究科に限 

る。），全学教育研究施設，大学評価室及び医学部附属病院をいう。 

(5) 「検索システム」とは，データをオンラインで検索するためのシステム「ＳＵ 

ＤＡＴＩ( System for Universal DATa Inquiry )」をいう。 

(6) 「データの漏洩」とは，故意又は過失により次条第１項第２号のデータが学外 

に，又は同項第３号のデータが学内若しくは学外の者の供覧に付される状況をい 

う。 

 

（データの公開区分） 

第３条 データの公開区分は，次のとおりとする。 

(1) 学外公開 

(2) 学内限定公開 

(3) 非公開 

２ 前項に定める各公開区分に該当する項目は，評価委員会が別に定める。 

 

（データのホームページでの公開） 

第４条 前条第１項第１号及び第２号の公開区分に該当するデータは，当該データの 

公開区分に応じて，本学のホームページ上において公開する。 

２ 前項の規定により公開するデータは，原則として，前年度分のデータとする。 

 

（データの利用） 

第５条 データは，次の者が当該各号の場合に利用できる。 

(1) 部局の長 当該部局の自己点検・評価 

(2) 学長及び理事並びに副学長（理事である者を除く。），全学教育研究施設の長 

及び大学評価室長全部局の自己点検・評価 

２ 前項の規定にかかわらず，部局の長が当該部局の大学教育職員本人の同意を得て 

いる場合は，当該大学教育職員のデータを当該部局の自己点検・評価以外にも利用 
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できるものとする。 

 

（データ利用の申請等） 

第６条 前条第１項各号の者（大学評価室長を除く。）がデータを利用（検索システ 

ムを利用してのデータ検索を含む。）しようとするときは，所定の様式により大学 

評価室長にデータ利用の申請をするものとする。 

２ 前項の規定によりデータ利用の申請があった場合は，大学評価室長は，必要理 

由，データ項目等の正当性について，山口大学大学評価室規則（平成18年規則第23 

号）第８条に規定する山口大学大学評価実施会議において審議し，申請のあった当 

該データの利用の可否及び提供方法等を決定する。 

 

（秘密保持） 

第７条 データの提供を受けた者は，秘密を保持し，データが漏洩しないよう努めな 

ければならない。 

２ データの提供を受けた者は，提供を受けたデータの漏洩があったときは，一切の 

責任を負うものとする。 

 

（データの返却） 

第８条 データの提供を受けた者が，その目的を達成したときは，提供を受けたデー 

タを速やかに大学評価室長に返却しなければならない。 

 

（雑則） 

第９条 この規則に定めるもののほか，データの取扱いに関し必要な事項は，大学評 

価室長が定める。 

 

附 則 

１ この規則は，平成15年９月９日から施行する。 

２ この規則施行前に委員会が公開し，又は提供したデータは，この規則の規定によ 

り公開し，又は提供したものとみなす。 

附 則 

この規則は，平成16年４月１日から施行する。 

附 則 

この規則は，平成17年４月１日から施行する。 

附 則 

この規則は，平成18年４月１日から施行する。 

附 則 

この規則は，平成18年10月１日から施行する。 

附 則 

この規則は，平成19年４月１日から施行する。 

附 則 

この規則は，平成 19 年 10 月９日から施行する。 
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資料５ 

 

山口大学研究推進戦略室規則 

 

平成16年４月１日規則第97号 

改正平成19年３月29日規則第75号 

（設置） 

第１条 山口大学（以下「本学」という。）に，山口大学研究推進戦略室（以下「推進 

戦略室」という。）を置く。 

 

（業務） 

第２条 推進戦略室は，次の業務を行う。 

(1) 本学の研究活動の戦略的推進に係る企画及び立案に関すること。 

(2) 学術研究に関する情報の収集及び提供に関すること。 

(3) 研究推進体の審査・評価に関すること。 

(4) 研究特任教員及び研究主体教員の選考・評価に関すること。 

(5) 21世紀ＣＯＥプロジェクト等機動的対応を要する事項への対処等に関すること。 

(6) 山口大学総合研究棟の利用審査に関すること。 

(7) その他研究活動の推進に係る重要事項に関すること。 

 

（組織） 

第３条 推進戦略室は，次の室員をもって組織する。 

(1) 学術研究担当副学長 

(2) 各学部から推薦された教授各１名 

(3) 学術研究部長 

(4) その他室長が必要と認めた者若干名 

 

（任期） 

第４条 前条第２号及び第４号の室員の任期は２年とし，再任を妨げない。ただし， 

室員に欠員が生じた場合の後任の室員の任期は，前任者の残任期間とする。 

 

（室長） 

第５条 推進戦略室に室長を置き，学術研究担当副学長をもって充てる。 

２ 室長は，推進戦略室の業務を総括する。 

 

（副室長） 

第６条 推進戦略室に副室長を置き，室員のうちから室長が指名する。 

２ 副室長は，室長を補佐し，室長に事故あるときは，その職務を代行する。 

 

（事務） 

第７条 推進戦略室の事務は，学術研究部研究推進課において処理する。 

 

（雑則） 

第８条 この規則に定めるもののほか，推進戦略室に関し必要な事項は，推進戦略室 

が定める。 

 

附 則 

１ この規則は，平成16年４月１日から施行する。 

２ この規則施行後最初に選出される第３条第２号の室員のうち人文学部，経済学部， 

理学部及び農学部から選出される室員の任期については，第４条本文の規定にかか 

わらず，平成17年３月31日までとする。 

附 則 

この規則は，平成 19 年４月１日から施行する。 
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資料６ 

 

国立大学法人山口大学評価委員会規則 
 

平成18年３月14日規則第22号 

（設置） 

第１条 国立大学法人山口大学に，国立大学法人山口大学評価委員会（以下「委員会」という。）を

置く。 

 

（審議事項） 

第２条 委員会は，次の事項を審議する。 

(1) 自己点検評価に関する基本方針 

(2) 第三者評価を含む外部評価に関する基本方針 

(3) 評価結果の公表その他必要な事項 

 

（組織） 

第３条 委員会は，次の委員をもって組織する。 

(1) 副学長 

(2) 大学評価室長 

(3) 各学部，大学院医学系研究科，大学院理工学研究科，大学院東アジア研究科，大学院技術経営

研究科，大学院連合獣医学研究科，総合科学実験センター，時間学研究所及び医学部附属病院の

長又は当該自己点検評価担当委員会等の長 

(4) 事務局長 

(5) その他委員会が必要と認めた者 

 

（任期） 

第４条 前条第５号の委員の任期は２年とし，再任を妨げない。 

２ 前項の委員に欠員が生じた場合の後任の委員の任期は，前任者の残任期間とする。 

 

（委員長及び副委員長） 

第５条 委員会に委員長を置き，企画広報担当副学長をもって充てる。 

２ 委員長は，委員会を招集し，その議長となる。 

３ 委員会に副委員長を置き，大学評価室長をもって充てる。 

４ 副委員長は，委員長を補佐し，委員長に事故あるときは，その職務を代行する。 

 

（議事） 

第６条 委員会は，第３条第３号の委員の代理出席を認め，委員の３分の２以上の出席により成立す

る。 

２ 委員会の議事は，出席委員の過半数をもって決し，可否同数のときは，議長の決するところによる。 

 

（委員以外の出席） 

第７条 委員会が必要と認めたときは，委員以外の者を委員会に出席させることができる。 

 

（事務） 

第８条 委員会の事務は，総務部企画課において処理する。 

 

（雑則） 

第９条 この規則に定めるもののほか，委員会に関し必要な事項は，委員会が定める。 

 

附 則 

１ この規則は，平成18年４月１日から施行する。 

２ 国立大学法人山口大学評価委員会規則（平成 16 年規則第８号）は，廃止する。 
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資料７ 

 

山口大学大学評価室規則 
 

平成18年３月14日規則第23号 

 

（趣旨） 

第１条 この規則は，国立大学法人山口大学学則（平成16年規則第１号）第10条の２第２項の規定に

基づき，山口大学大学評価室（以下「大学評価室」という。）に関し必要な事項を定める。 

 

（業務） 

第２条 大学評価室は，国立大学法人山口大学評価委員会で定めた基本方針に基づき，次の事項を行

う。 

(1) 全学的自己点検評価に関すること。 

(2) 第三者評価を含む外部評価への対応に関すること。 

(3) 評価結果の公表に関すること。 

(4) 学内評価情報の収集，管理及び公開に関すること。 

(5) 大学評価に係る情報の調査収集及び分析に関すること。 

(6) 各部局自己点検評価担当委員会等との連絡調整に関すること。 

(7) その他大学評価に関すること。 

 

（組織） 

第３条 大学評価室は，大学評価室長，評価企画員及び評価支援教員をもって組織する。 

 

（大学評価室長） 

第４条 大学評価室長は，学長が指名した教授をもって充てる。 

２ 大学評価室長は，企画広報担当副学長の命を受け，大学評価室の業務を総括する。 

３ 大学評価室長の任期は，２年とし，再任を妨げない。ただし，大学評価室長の任期の末日は，当該

教授を指名した学長の任期の末日以前とする。 

４ 大学評価室長に欠員が生じた場合の後任の大学評価室長の任期は，前任者の残任期間とする。 

 

（評価企画員） 

第５条 評価企画員は，次の者をもって充てる。 

(1) 専任大学教育職員１名 

(2) 企画広報担当副学長が指名した大学教育職員若干名 

(3) 総務部長 

(4) 企画広報担当副学長が指名した事務系職員２名 

２ 評価企画員は，大学評価室長の指示に従い，大学評価室の業務を処理する。 

３ 第１項第２号の評価企画員の任期は，当該評価企画員を指名した企画広報担当副学長が定めるもの

とし，再任を妨げない。ただし，第１項第２号の評価企画員の任期の末日は，当該評価企画員を指

名した企画広報担当副学長の任期の末日以前とする。 

 

（評価支援教員） 

第６条 評価支援教員は，企画広報担当副学長が指名した大学教育職員若干名をもって充てる。 

２ 評価支援教員は，大学評価室長の指示に従い，大学評価室の業務を支援する。 

３ 評価支援教員の任期は，当該評価支援教員を指名した企画広報担当副学長が定めるものとし，再任

を妨げない。ただし，評価支援教員の任期の末日は，当該評価支援教員を指名した企画広報担当副

学長の任期の末日以前とする。 

 

（運営委員会） 

第７条 大学評価室に，大学評価室の管理及び運営に関する事項を審議するため，山口大学大学評価

室運営委員会（以下「運営委員会」という。）を置く。 
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（大学評価実施会議） 

第８条 大学評価室に，山口大学大学評価実施会議（以下「大学評価実施会議」という。）を置く。 

２ 大学評価実施会議は，大学評価の実施に関する重要事項その他大学評価室に関する事項について審

議する。 

３ 大学評価実施会議は，次の委員をもって組織する。 

(1) 大学評価室長 

(2) 専任大学教育職員 

(3) 評価企画員（専任大学教育職員を除く。）及び評価支援教員のうち大学評価室長があらかじめ

指名した者 

(4) 各学部から選出された教授各１名（理学部にあっては理学部を専ら担当する大学院医学系研究

科又は大学院理工学研究科の教授，医学部にあっては医学部を専ら担当する大学院医学系研究科

の教授，工学部にあっては工学部を専ら担当する大学院医学系研究科又は大学院理工学研究科の

教授，農学部にあっては農学部の教授又は農学部を専ら担当する大学院医学系研究科の教授） 

(5) 大学院医学系研究科，大学院理工学研究科及び大学院技術経営研究科から選出された教授各１

名 

(6) 各機構から選出された教授各１名 

(7) 医学部附属病院から選出された教授（医学科を専ら担当する大学院医学系研究科の教授のうち，

展開医学系を担当する者に限る。）１名 

４ 前項第４号から第７号までの委員の任期は１年とし，再任を妨げない。ただし，委員に欠員が生じ

た場合の後任の委員の任期は，前任者の残任期間とする。 

５ 大学評価実施会議に議長を置き，大学評価室長をもって充てる。 

６ 議長は，大学評価実施会議を招集する。 

７ 議長に事故あるときは，第３項第２号の委員のうち議長があらかじめ指名した者が，その職務を代

行する。 

８ 大学評価実施会議は，第３項第４号から第７号までの委員の代理出席を認め，委員の３分の２以上

の出席により成立する。 

９ 大学評価実施会議の議事は，出席委員の過半数をもって決し，可否同数のときは，議長の決すると

ころによる。 

10 大学評価実施会議が必要と認めたときは，委員以外の者を大学評価実施会議に出席させることがで

きる。 

 

（プロジェクトチーム） 

第９条 大学評価室に，特定の事項を検討処理させるため，必要に応じてプロジェクトチームを置く

ことができる。 

２ プロジェクトチームの構成等は，大学評価室長が別に定める。 

 

（専任大学教育職員の選考） 

第10条 専任大学教育職員の選考は，運営委員会の議に基づき，学長が行う。 

２ 専任大学教育職員の選考に関し必要な事項は，別に定める。 

 

（事務） 

第11条 大学評価室の事務は，総務部企画課において処理する。 

 

（雑則） 

第12条 この規則に定めるもののほか，大学評価室に関し必要な事項は，別に定める。 

 

附 則 

１ この規則は，平成18年４月１日から施行する。 

２ 第７条に規定する運営委員会は，当分の間，第８条に規定する大学評価実施会議をもって充てる。 

３ この規則施行前に山口大学大学評価室設置準備委員会において選考された専任大学教育職員は，こ

の規則の規定により選考されたものとみなす。 
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